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税務署に提出する書類への押印の見直し 

 
 申告書や申請書など税務署に提出する書類については、これまで押印が必要

とされていましたが、令和３年４月から一部の手続きを除き押印が不要となり

ます。 
改正前は、税務署に提出する「申告書、申請書、届出書、調書その他の書類」

には、全て押印が必要である旨が定められていました。例えば個人の確定申告

書、相続税の申告書、法人の確定申告書、その他です。 
同じように税理士法の改正もあり、今までは署名、押印が必要でしたが、上

記の改正により署名のみが必要とされます。 
ただ、引き続き押印が必要な書類があります。具体的には相続税に関係する

書類で、納税猶予の申請する場合の「抵当権設定承諾書」の担保提供者や保証

人の真意を確認するためや、土地等の物納に充てるための「所有権移転登記承

諾書」、「遺産分割協議書」など実印や印鑑証明書が必要になります。「遺産分割

協議書」は、相続税額の軽減や納税猶予、免除が主な要因です。 
押印の見直しは、社会全体のデジタル化を推進するための施策の一環です。  
印鑑と共に生きてきた時代の方は、少しの寂しさと時代の流れを感じます。 
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